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詳しくは松本保健福祉事務所まで

松本地方事務所より
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　　　　　　　　複数の森林所有者の皆様の了解を得て行なう森林整備を森林造成事業で実施して

　　　　　　　います。森林造成事業とは、当組合で行っている主な事業で植栽から間伐等の森林

　　　　　　　整備全般に対する補助制度です。

　　　　　　　　森林を育成し健全な状態に保つ施業に対して、国と県による補助制度が設けられ

　　　　　　　ており、更に市町村による嵩上げ補助も受けられ個人負担が軽減されます。

　　　　　　　　この制度を受けるためには原則として「森林経営計画」を作成し、認定を受ける

　　　　　　　必要があります。

『補助制度を利用した森林整備』

『森林組合が奨める提案型集約化施業』

　森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が、面的なまとまりをもった森林を対象に単独ま

たは共同で森林の施業や路網整備、森林の保護等に関する５年間の計画を作成し、市町村長等の認

定を受ける制度です。

　森林経営計画を作成すると、様々な支援措置を受けることができ、費用

負担を減らして計画的に森林の手入れを進めることができます。

　森林の経営（施業及び保護）を森林組合へ委託しようとする場合は、森林

が所在する地域の森林組合各支所にご相談ください。森林施業

が、小規模な森林所有者の森林を面的にまとめて集約化し、合理的な路網

整備や、機械化を進め、効率的に森林施業を行なうことにより、持続的な

森林経営を実現します。

『効率的・持続的な森林づくりのための森林経営計画制度』

　　　　　林内に光が入り下層の植生が促進されます。

　　　　　土砂災害の軽減や生物多様性の増加につながり、森林の価値を高めることができます。
結果

森林整備の
ポイント

…これからの林業 新しいかたち…

小規模に分散した複数の森林所有者の隣接する森林を取りまとめます。

森林所有者の皆様に一連の森林施業についてわかりやすく提案させていただきます。

木材の生産・搬出に必要な幅員３ｍ程度の路網を整備します。

集約化により森林を一体的に整備する事が可能になり、林業機械を用いて効率よく施業を進めます。

森林整備は補助金を受けて実施します。また、間伐木で販売可能な木材は搬出し販売します。

経営計画地
塩尻市
間伐計画面積

朝日村
間伐計画面積

山形村
間伐計画面積

筑北村
間伐計画面積

松本市
間伐計画面積

安曇野市
間伐計画面積

集約箇所計
間伐計画面積計
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第 1回安全衛生大会を開催しました！

ゼロ災でいこう !!


